
 

千葉市条例第４４号  

千葉市法定外水路条例の一部を改正する条例 

千葉市法定外水路条例（平成１７年千葉市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。  

別表第１項の表工作物等を設置する場合の部を次のように改める。  

工作物等を設

置する場合  

第１種電柱  １本につき

１年  

１，２００円  

第２種電柱  １，８００円  

第３種電柱  ２，５００円  

第１種電話柱  １，１００円  

第２種電話柱  １，７００円  

第３種電話柱  ２，３００円  

その他の柱類  １１０円  

鉄塔  占用面積１

平方メート

ルにつき１

年  

２，１００円  

共架電線その他上空

に設ける線類  

長さ１メー

トルにつき

１年  

１１円  

水道管、

下 水 道 

管、ガス

管、地下

ケーブル  

外 径 が

０．０７

メートル

未満のも

の  

長さ１メー

トルにつき

１年  

４５円  

 その他こ

れらに類

するもの  

外 径 が

０．０７

メートル

以上０．

１メート

ル未満の

 ６４円  



 

もの  

外 径 が

０．１メ

ートル以

上 ０ ．

１５メー

トル未満

のもの  

９６円  

外 径 が

０．１５

メートル

以上０．

２メート

ル未満の

もの  

１３０円  

外 径 が

０．２メ

ートル以

上０．３

メートル

未満のも

の  

１９０円  

外 径 が

０．３メ  

２５０円  

  ートル以

上０．４

メートル

未満のも

の  

  

外 径 が ４５０円  



 

０．４メ

ートル以

上０．７

メートル

未満のも

の  

外 径 が

０．７メ

ートル以

上１メー

トル未満

のもの  

６４０円  

外径が１

メートル

以上のも

の  

１，３００円  

その他のもの  占用面積１

平方メート

ルにつき１

年  

２，１００円  

別表第１項の表工作物等を設置しない場合の部工事用材料置場の項中

「５７０円」を「６５０円」に改める。  

附 則  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

２ この条例による改正後の別表第１項の表の規定は、この条例の施行  

の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占

用料については、なお従前の例による。  

 

 

 

 


